
平成 25 年３月 15 日 
 
各 位 

会 社 名 株 式 会 社 NowLo a d i n g 

代表者名 代 表取締 役 中川 哲也 

（コード番号：2447 名証セントレックス） 

問合せ先 取 締 役 青木 一洋 

（電話 03-6419-7165） 

 

 

第三者割当による新株式発行並びに主要株主である筆頭株主 
、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年３月 15 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による新

株式発行（以下「本件第三者割当増資」といいます。）を行うことについて決議いたしましたの

でお知らせ致します。 

また、本件第三者割当増資によって、主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会

社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 

 
記 

Ⅰ 第三者割当による新株式の発行 

１．募集概要 

（１） 払 込 期 日 ：  平成 25 年３月 30 日 

（２） 発 行 新 株 式 数 ：  普通株式 9,000 株 

（３） 発 行 価 額 ：  １株につき 金 11,000 円 

（４） 発 行 価 額 の 総 額 ：  金 99,000,000 円 

（５） 募 集 又 は 割 当 方 法 ：  第三者割当の方法による 

（６） 割当先及び割当株式数 ：  株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド 9,000 株 

 

２．募集の目的及び理由 

当社グループは、設立以来セールスプロデュース事業を核として事業を推進してまいりました。

主なセールスプロデュース事業としては、顧客企業の事業収益拡大を支援するセールスプロデュ

ース事業とモバイルコンテンツの企画・運営等を行うセールスプロデュース事業を展開してまい

りました。そのような状況の中、平成 19 年３月期より広告及びメディア事業の慢性的な景気の

落ち込み等により広告販促支援等の売上が減少したこと、さらに平成 23 年３月期よりモバイル

コンテンツ市場におけるモバイルコンテンツ運営に伴う継続的な売上がスマートフォン市場の
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拡大により減少したことから、収益確保のため原価及び固定経費の削減を行いましたが、それを

補う売上が確保できなかったことから、継続的に営業損失を計上しております。 

そして平成 24 年３月期において 55,971 千円の当期純損失を計上した結果 42,315 千円の債務

超過の状況に陥ったため、「株券上場廃止基準」第２条の２第１項第４号（債務超過）に該当し、

猶予期間入りいたしました。 

このような状況を解消するため、平成 25 年３月期においては中国における時計等の物販セー

ルスプロデュース事業に積極的に取り組んでまいりましたが、日中関係の悪化等による影響で第

２四半期以降における売上が減少し、その他の海外におけるセールスプロデュース業務による収

益も伸び悩んだ結果、当第３四半期連結会計期間において 73,355 千円の債務超過となっており

ます。一方、当社監査役会からも当社資金繰りの安定及び債務超過の解消のためには早急な資金

調達が必要との指摘を受けておりました。 

こういった状況の中で、当第４四半期連結会計期間においても引続き、セールスプロデュース

事業に注力してまいりましたが、企業業績だけによる平成 25 年３月末までの債務超過の解消は

極めて困難な状況にあります。当社は、平成 25 年３月期において債務超過の解消ができなかっ

た場合には、上場廃止となり、株主の皆様をはじめ当社の利害関係者の信頼を著しく損なう結果

となります。また、手元資金を増強しなければ、今後の事業推進に支障をきたす恐れがあります。

そのため、喫緊に資本を増強する必要があり、早急な資金調達方法として間接金融、直接金融を

含め、あらゆる手段での資金調達の検討と資金調達先との協議を進めてまいりました。しかし、

金融機関からの借入調達は当社が債務超過である現状を鑑みて実現は難しい状況であります。直

接金融の手段としては社債発行、公募増資、株主割当、株式の第三者割当等の方法が考えられま

すが、社債発行については間接金融と同様に引受先を見出すことが困難であり、公募増資及び株

主割当についても資金調達までに時間を要することが考えられるため実現は難しい状況であり

ます。そこで第三者割当による資金調達方法を検討することとし、本件第三者割当増資の引受予

定先である株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドが、当社グループの債務超過の解消及び財

務基盤の安定及び喫緊に資金を必要としている当社の内情に理解を示していただいたことなど

から、第三者割当増資の方法を選択いたしました。 

本件第三者割当増資により新規に発行する株式数は 9,000 株であり、平成 25 年３月 15 日現在

の発行済株式数 21,291 株の 42.3％（総議決権に対して 42.6％）に相当するため、当社株式の１

株あたりの株式価値の希薄化が生じることとなりますが、本件第三者割当増資により債務超過を

解消し上場を維持することが当社株主利益保護のため必要であると考えております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 払 込 金 額 の 総 額 99,000,000 円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 1,000,000 円 
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③ 差 引 手 取 概 算 額 98,000,000 円 

※②の発行諸費用の内訳は、有価証券通知書提出用費用 50,000 円、新株式発行費用

600,000 円、登記登録免許税 350,000 円であります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

債務の弁済 

 ①未払人件費の支払 

②借入金の弁済 

③未払税金等の納付 

④未払金及び買掛金の弁済 

 ⑤運転資金（人件費及び経費等）

20 百万円

5百万円

4百万円

37 百万円

32 百万円

 

平成 25 年３月、４月 

平成 25 年３月、４月 

平成 25 年３月～６月 

平成 25 年３月～６月 

平成 25 年３月～６月 

本件第三者割当増資による新株式の払込手続きが完了すれば、差引手取概算額として 98,000

千円の資金が調達できる見込みであります。98,000 千円を調達することとした理由は、当社は

当第３四半期連結会計期間において 73,355 千円の債務超過であり、通期の業績予測は現在算定

中ではありますが、平成 25年２月末日における実績と平成 25 年３月の固定経費等をもとに試算

した結果、債務超過解消が見込めると判断したためであります。 

なお、平成 25 年３月期第３四半期連結会計期間末においては流動負債が 120,590 千円となっ

ております。その中での具体的な資金使途につきましては、次のとおりです。①平成 25 年３月

期第３四半期連結会計期間末において人件費及び社会保険料等の未払費用の残高が 36,051 千円

ありますが、既存の人材の確保を図り事業を継続するため 20,000 千円を優先的に充当する予定

です。②平成 25 年３月期第３四半期連結会計期間末において短期借入金残高が 6,925 千円あり

ますが、返済期日が３月末又は返済期日の延長交渉を行ったものの中から 5,000 千円を充当する

予定です。③平成 25 年３月期第３四半期連結会計期間末において未払法人税等 2,239 千円及び

未払消費税等 3,317 千円の残高がありますが、延滞利息が発生している未払税金等の中から優先

的に 4,000 千円の納付を行う予定です。④平成 25 年３月期第３四半期連結会計期間末において

未払金 42,145 千円及び支払手形及び買掛金 9,511 千円の残高がありますが、取引先及び外注先

への延滞経費を支払うことにより既存事業及び今後の会社運営を円滑に進めるために 37,000 千

円を支払う予定です。⑤運転資金（人件費及び経費等）につきましては、当社グループが会社運

営していくためには月額 7,000 千円の運転資金が必要でありますが４月から６月は決算業務費

用の負担が増加することを考慮して、32,000 千円を３月～６月の運転資金に充当する予定です。 

上記の資金使途については、債権者の皆様にご理解をいただきながら行ってまいりますが、今

後の債権者の皆様との交渉等によっては資金使途の一部を変更する場合がございます。 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

当社グループは、継続して当期純損失を計上しており、平成 25 年３月期第３四半期において
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も、31,039 千円の四半期純損失を計上した結果、73,355 千円の債務超過になっております。当

該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

このような状況の中で、平成 25 年３月期末において債務超過を解消し上場を維持するため、

早急に延滞債務等の弁済を図るとともに運転資金の確保により持続的な事業継続を実現できる

と判断し、調達した資金を未払人件費の支払、借入金の弁済、未払税金等の納付、未払金および

買掛金の弁済並びに今後の運転資金（人件費及び経費等）に充当する予定です。 

その結果、当社グループの債務超過が解消されるととともに当面の運転資金を確保することが

可能となることから、当社グループの企業価値の向上に資することとなると考えており、当該資

金使途には合理性があると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的な内容 

発行価額につきましては、当初本件第三者割当増資の引受予定先である株式会社ビッグヒ

ットＰＩＰＥｓファンドより本件第三者割当増資に係る取締役会決議の直前営業日の終値を

勘案して頂きたいとの要請がありました。しかしながら当社としては、今般の増資が大規模

な希薄化となるため既存株主の株式価値を毀損しないよう最大限配慮し、割当予定先との交

渉を行いました。その結果、当社としてプレミアム率を以て発行すべきと判断し、交渉を行

った結果、本件第三者割当増資に係る取締役会決議の直前営業日までの過去３ヶ月間（平成

24 年 12 月 15 日～平成 25 年３月 14 日）の名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の

平均値 9,287 円（円未満を切捨て。以下この(1)において同じ。）を基準として、これに 18.4％

（小数点第２位を四捨五入。以下この（１）において同じ。）のプレミアム率を乗じた 11,000

円といたしました。なお、当該発行価額につきましては、直前営業日の終値である 8,300 円

からのプレミアム率が 32.5％、直前営業日までの過去１ヶ月（平成 25 年２月 15 日～３月 14

日）の終値の平均値 7,996 円からのプレミアム率が 37.6％、直前営業日までの過去６ヶ月（平

成 24 年９月 15 日～平成 25 年３月 14 日）の終値の平均値 10,152 円からのプレミアム率が

8.4％であります。 

過去３ヶ月間の平均値を基準とした理由は、一時的な相場変動による影響を受ける取締役

会決議日直前の終値を参考とするよりも、一定期間の平均値を採用する方が合理的であると

判断した上で、市場における当社株式の売買出来高や株価変動の状況を勘案したためであり

ます。 

上記発行価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して

算定されたものであり、会社法第 199 条第３項に規定されている特に有利な払込金額に該当

しないものと判断しております。 

なお、当社監査役会より、発行価額は当該取締役会直前営業日の終値、直前営業日までの

過去１ヶ月の終値の平均値、直前営業日までの過去３ヶ月の終値の平均値、直前営業日まで

の過去６ヶ月の終値の平均値より高く、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関す
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る指針」に準拠しており、割当予定先に対して、発行条件が特に有利な価額による発行には

該当しない旨の意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本件第三者割当増資により新規に発行する株式数は 9,000 株であり、平成 25 年３月 15 日現在

の発行済株式数 21,291 株の 42.3％（総議決権に対して 42.5％）に相当するため、当社株式の１

株あたりの株式価値の希薄化が生じることとなります。 

また、本件第三者割当増資により株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドが総議決権の

29.8％をもつ当社の筆頭株主になる予定であります。同社は①当社グループの状況や経営スタン

ス及び当社グループの事業について十分ご理解をいただいていること、②当社グループの債務超

過の解消及び財務基盤の安定及び喫緊に資金を必要としている当社の内情に理解を示していた

だいていること、③当社グループの株式価値の向上を目指した純投資であるものの中長期的に保

有する旨の報告を頂いていることなどから、同社が筆頭株主になることで、当社グループの事業

方針が大幅に変更することはなく、短期的な株式市場の需給をくずすものではないと考えており

ます。したがいまして、本件第三者割当増資による希薄化の影響は限定的であると判断いたしま

した。 

さらに、本件第三者割当増資は、当社グループの延滞債務の弁済を行い債務超過を解消して上

場廃止を回避するとともに、運転資金を確保することにより当社事業の継続・推進による収益の

改善を図るものであり、今後の企業価値及び株式価値の向上に寄与するものと考えております。

従いまして、本件第三者割当増資による発行株数及び希薄化の規模については、合理的な規模で

あると平成 25 年３月 15 日に開催された取締役会で判断いたしました。なお、本件第三者割当

増資は 25％以上の希薄化を伴うことから、経営者から一定程度独立し、かつ割当先との間に利

害関係を有しない者である監査役会（社外監査役３名）より、本件第三者割当増資の必要性及び

相当性等に関する意見書を取得することとし、「Ⅰ ８（２）企業行動規範上の手続きに関する

事項」に記載のとおり、当社取締役会は平成 25 年３月 15 日付で今回の新株式発行により資金調

達を行う必要性があること並びに発行方法及び発行の条件は相当である旨の意見書を取得して

おります。 

 

６．割当予定先選定理由 

（１） 割当予定先の概要 

（平成 25 年３月 15 日現在） 

割当予定先の名称  株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド 

割当株数  9,000 株 

払込金額  99,000,000 円 

所在地 東京都千代田区平河町二丁目１４番１１号 割当予定

先の内容 代表者の役職・氏名 代表取締役 星野 智之 
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資本金の額 金１００万円 

事業の内容 投資業 

設立年月日 平成 24 年４月 11 日 

発行済株式数 20 株 

決算期 ３月 31 日 

従業員数 １名 

主な投資先 該当事項はありません。 

大株主及び持株比率 株式会社ビッグヒット 100％ 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資

本関係はありません。また、当社の関係者

及び関係会社と当該会社の関係者及び関係

会社の間には、特筆すべき資本関係はあり

ません。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取

引関係はありません。また、当社の関係者

及び関係会社と当該会社の関係者及び関係

会社の間には、特筆すべき取引関係はあり

ません。 

当社との

関係 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人

的関係はありません。また、当社の関係者

及び関係会社と当該会社の関係者及び関係

会社の間には、特筆すべき人的関係はあり

ません。 

 関連当事者への該当状況 当該会社は、当社の関連当事者には該当し

ません。また、当該会社の関係者及び関係

会社は、当社の関連当事者には該当しませ

ん。 

 株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドは平成 24 年４月に設立されたため、最近３年間の

経営成績及び財政状態は記載しておりません。また、株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファン

ドは第三者機関である株式会社セキュリティー＆リサーチのバックグラウンド調査から反社会

的勢力と一切の関係がないことの確認が取れており、当社は、名古屋証券取引所に同社が反社

会的勢力と関係がない旨の確認書を提出済みです。 

  

（２）割当予定先を選定した理由 

当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており、資金調達を行わな
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ければ手元資金が枯渇し、今後の事業推進による収益力の改善に支障をきたす恐れがありま

す。また、平成25年３月期末において債務超過を解消し、上場を維持することが当社株主利

益保護のため必要であると考えております。 

このように資金調達が急務になっていることを踏まえ、喫緊に資金を必要としている当社

の資金需要を満たすこと及び当社グループの経営方針及び事業戦略を理解していただけるこ

とを条件として、割当先を模索してまいりました。 

そして平成25年２月ごろ当社取締役青木が他社上場企業の第三者割当におけるアドバイザ

リー業務の実績を他社企業の開示資料で確認し、当社のアドバイザリー業務の依頼を行うこ

とを考えて株式会社ビッグヒット(東京都千代田区平河町二丁目14番11号)の代表取締役社長

星野智之氏に直接連絡をとり当社のファイナンスについての引き受け先候補を紹介していた

だけるよう相談しておりました。そのような状況の中で、星野氏が当社グループの債務超過

の解消及び財務基盤の安定及び喫緊に資金を必要としている当社の内情に理解を示していた

だき、さらに本件第三者割当増資の金額の規模感、当社グループの事業内容、現在の株価が

低位にあることを総合的に勘案された結果、星野氏が代表取締役を務める株式会社ビッグヒ

ットＰＩＰＥｓファンドを引き受け先候補とする提案をいただきました。 

株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドは、株式会社ビッグヒットの100％子会社であり、

兼ねてから、資金的に厳しい上場企業のアドバイザリー業務を行っていた星野氏が上場企業

のいわば事業再生ファンドという目的で平成24年４月に設立したものです。現在のところ株

式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド及び株式会社ビッグヒットは上場会社への投資実績

はございません。 

当社は、同社及び星野氏が、当社の現時点での経営及び財務環境・事業方針を充分に理解

頂いていること、中長期的視点に立った株式価値の向上を目指した純投資であること、本件

第三者割当増資の資金証明の確認がとれていること、また、第三者機関からの文書による調

査結果により、反社会勢力と一切の関連が無いことを当社でも確認が取れていることを考慮

した結果、選定に至ったものです。今後の同社及び星野氏との事業シナジーについては、現

在検討中であります。 

なお、本件第三者割当増資は、日本証券業協会の会員である証券会社の斡旋を受けて行わ

れたものではなく、他の仲介者やアドバイザーなどはおりません。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先からは当社株式に関して短期での売買を目的としてはおらず、中長期的視点に

立った株式価値の向上を目指すことを投資方針とした純投資であり、中長期的に保有する方

針であるという報告を受けております。 
なお、当社は、割当予定先と、本件第三者割当増資に係る株式の割当日より２年以内に当該株

式の全部又は一部を譲渡した場合には、ただちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、

譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡方法等を当社へ書面により報告すること、及び当社が当該
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内容を名古屋証券取引所へ報告すること及び当該内容が公衆縦覧に供されることに同意するこ

とにつき、確約書を締結することに合意しております。 

 
（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドの本件第三者割当増資の資金は、同社の 100％出資

会社である株式会社ビッグヒットと同社代表取締役の星野氏からの借入金で賄うとの報告を受

けております。当社は、株式会社ビッグヒット及び星野氏の銀行預金残高証明書を受領し、払込

み相応額の財産の存在について確認しております。上記財産は、他者からの借り入れ等ではなく

株式会社ビッグヒット及び星野氏の自己資金であり、本件第三者割当増資に係る株式が担保にな

っているという事実はない旨及び上記以外の銀行にも預金残高がある旨の報告を受けておりま

す。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

異動前（平成 24 年９月 30 日現在） 異動後 

唐 駿 

株式会社イースタジアグループ 

株式会社 NL ホールディングス   

中川 哲也                 

有限会社 NL キャピタル            

株式会社リソー教育               

中川 真理子                

平野 隆之                 

松本 将和                  

豊田 邦裕                     

16.4％ 

15.6％ 

12.7％ 

12.4％ 

5.4％ 

4.6％ 

3.4％ 

1.6％ 

1.6％ 

1.0％ 

株式会社ビッグヒット PIPEs ファ

ンド              

唐 駿              

株式会社イースタジアグループ  

株式会社 NL ホールディングス     

中川 哲也                  

有限会社 NL キャピタル            

株式会社リソー教育               

中川 真理子                

平野 隆之                 

松本 将和                  

29.7％ 

 

11.5％ 

11.0％ 

8.9％ 

8.7％ 

3.8％ 

3.3％ 

2.4％ 

1.1％ 

1.1％ 

※ 上記は平成 24 年９月 30 日現在の株主名簿を基に、今回の第三者割当増資により増加し

た株式数を加算したものであります。 

 

８．今後の見通し 

（１）財務・業績への影響 

本件第三者割当増資による業績への影響については、現在算定中であります。当社グルー

プは当期第３四半期連結会計期間において 73,355 千円の債務超過となっておりますが、本件

第三者割当増資及び当期第４四半期連結会計期間の実績から、債務超過を回避する見込みで

す。また、当社は、平成 25 年３月１日付「当社株式の上場時価総額について」で開示しまし

たとおり、株券上場廃止基準に定める「時価総額」に係る猶予期間に入っております。当社

は本件第三者割当増資により債務超過の解消を図り、今後の運転資金を確保することによっ
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て引き続きセールスプロデュース事業に注力してまいります。 

 

（２）企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当増資は、①支配株主の異動を伴うものではないものの、②希薄化率が 25％

以上であることから、名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則第 34 条に定める独立第三者からの意見入手または株主の意思確認の手続

きをとる必要があります。そのため、当社は、経営者から一定程度独立していると認められ

る監査役会（社外監査役３名）に対し、本件第三者割当増資に係る調達資金の金額、その具

体的な使途及び支出予定時期、資金調達方法や払込金額等の合理性、本件第三者割当増資に

よる当社グループの債務超過の解消及び企業価値の向上その他必要と思われる事項の説明を

行うとともに、同監査役会からの質問に対して回答しました。 

同監査役会は、上記の説明等を踏まえ、慎重に検討を行った結果、本件第三者割当増資は、

当社の債務超過の解消及び延滞債務の解消により財務基盤を安定させるとともに、運転資金

を確保することにより当社事業の継続・推進による収益の改善が図られることから今後の当

社グループの企業価値の向上に資するものであってその必要性が認められ、かつ、切迫した

資金状況の中で、本件第三者割当増資による希薄化率、払込金額の決定方法、資金使途など

を考慮すれば、発行条件の相当性及び他の資金調達方法との比較における相当性も認められ

ると判断し、当社に対し、平成 25 年３月 15 日付でその旨の意見書を提出しております。 

当社取締役会は、監査役会の上記意見書の内容及び「Ⅰ ５（１）払込金額の算定根拠及

びその具体的な内容」で記載しました有利発行でない旨の意見を踏まえ、本件第三者割当増

資による新株式の発行を決議したものであります。 

 

９．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

決 算 期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

売 上 高 170,599 千円 385,391 千円 38,633 千円

営 業 損 失 192,945 千円 37,911 千円 147,475 千円

経 常 損 失 186,476 千円 31,482 千円 135,069 千円

当 期 純 損 失 92,640 千円 56,800 千円 55,971 千円

1 株当たり当期純損失 5,144.91 円 2,687.87 円 2,645.03 円

１ 株 当 た り 純 資 産 2,075.01 円 645.34 円 △1,999.68 円

１ 株 当 た り 配 当 金 － － －

 

（２）現時点における発行株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年３月 15 日現在） 

種 類 株 式 数 発行株式数に対する比率 

発行済株式数 21,291 株 100％ 
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現時点の行使価額における 

潜在株式数 158 株 0.7％ 

 
 

（３）最近の株価の状況 

 ①最近３年間の状況（単位：円） 

   平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

始 値 14,700 19,660 15,000 

高 値 45,200 43,000 21,000 

安 値 8,220 11,900 8,050 

終 値 20,000 20,300 10,000 

 

②最近６ヶ月間の状況（単位：円） 

 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

始 値 13,300 10,100 11,500 10,100 10,420 11,100 

高 値 13,900 18,990 13,900 11,320 11,100 11,100 

安 値 11,170 9,200 11,170 9,520 9,150 7,800 

終 値 11,300 14,300 10,100 10,120 11,100 8,430 

 

③発行決議日直前営業日における株価（単位：円） 

 平成 25 年３月 14 日 

始 値 7,730 

高 値 8,300 

安 値 7,730 

終 値 8,300 

 

（４）最近３年間のエクエティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 21 年 12 月 14 日 

調 達 資 金 の 額

（ 差 引 手 取 概 算 額 ）
68,000,000 円 

発 行 価 額 20,000 円 

募 集 時 点 に お け る

発 行 済 株 式 数
17,091 株 

当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 総 数 3,500 株 

募 集 後 に お け る 発 行 株 式 総 数 20,591 株 
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割 当 先 唐 駿（tang jun） 

発 行 時 に お け る

当 初 の 資 金 使 途

借入金の返済 21,000,000 円 

その他の運転資金 35,000,000 円 

事業資金 12,000,000 円 

発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期 平成 21 年 12 月以降 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 充当済みであります 

② 第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 22 年４月 16 日 

調 達 資 金 の 額

（ 差 引 手 取 概 算 額 ）
27,300,000 円 

発 行 価 額 40,000 円 

募 集 時 点 に お け る

発 行 済 株 式 数
20,591 株 

当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 総 数 2,000 株 

募 集 後 に お け る 発 行 株 式 総 数 700 株 

割 当 先  株式会社デリッツエジャパン 

発 行 時 に お け る

当 初 の 資 金 使 途
割当先との事業資金及び当社の運転資金に充当 

発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期 平成 22 年４月 19 日以降 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 充当済みであります 

 

10．発行要項 

発行新株式数 普通株式 9,000 株 

払込金額 １株につき 金 11,000 円 

払込金額の総額 99,000,000 円 

資本組入額 １株につき 金 5,500 円 

資本組入額の総額 49,500,000 円 

募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

申込期日 平成 25 年３月 29 日 

払込期日 平成 25 年３月 30 日 

割当先及び割当株式数 株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド9,000株 

 

Ⅱ 主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動について 

１ 異動が生じる経緯 

本件第三者割当増資の効力発生により、以下のとおり主要株主である筆頭株主、主
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要株主及びその他の関係会社の異動が発生する見込みであります。 

 

２ 異動予定年月日 

平成 25 年３月 30 日 

 

３異動する株主の概要 

① 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となるもの 

   名    称  株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド 

   その他所在地等の概要につきましては、上記「Ⅰ．６．割当予定先選定理由 （１）

割当予定先の概要」をご参照ください。 

 ② 主要株主である筆頭株主でなくなるもの 

名    称  唐 駿 

住    所  中国上海市 

当社との関係  当社の前社外取締役であります。 

 ③ 主要株主でなくなるもの 

名    称  株式会社 NL ホールディングス 

住    所  東京都新宿区西新宿１丁目 26-２ 

当社との関係  当社代表取締役中川哲也の 100％出資会社であります。 

④ 主要株主でなくなるもの 

名    称  中川 哲也 

住    所  埼玉県川口市 

当社との関係  当社代表取締役であります。 

 

４ 異動前後の所有議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合（議決

権所有割合） 

① 株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンド 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の数に対

する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（平成 25 年３月 15 日現在） 

― 個 

（ ― 株） 
0.00％ ― 

異動後 
9,000 個 

（9,000 株） 
29.84％ 第１位 

＊総株主の議決権の数に対する割合は次の株式数に基づき算出し、少数第三位を四捨五入し

ております。（以下同じ。） 

 議決権を有しない株式として発行済株式数から控除した株式数        130 株 

 平成 25 年３月 15 日現在の発行済株式数                  21,291 株 
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 平成 25 年３月 30 日現在の発行済株式数（予定）              30,291 株 

 

② 唐 駿 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の数に対

する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（平成 25 年３月 15 日現在） 

3,500 個 

（3,500 株） 
16.54％ 第１位 

異動後 
3,500 個 

（3,500 株） 
11.60％ 第２位 

 

③ 株式会社 NL ホールディングス 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の数に対

する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（平成 25 年３月 15 日現在） 

2,704 個 

（2,704 株） 
12.78％ 第３位 

異動後 
2,704 個 

（2,704 株） 
8.97％ 第４位 

 

④ 中川 哲也 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の数に対

する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（平成 25 年３月 15 日現在） 

2,650 個 

（2,650 株） 
12.52％ 第４位 

異動後 
2,650 個 

（2,650 株） 
8.79％ 第５位 

 

５ 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無 

 株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドは、本件第三者割当増資により、当社の議決権比

率の 29.84％を保有することとなり、当社のその他の関係会社となる見込みです。 

 

６ 今後の見通し 

 株式会社ビッグヒットＰＩＰＥｓファンドの保有方針は「Ⅰ．５．発行条件等の合理性（２）

発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」に記載のとおりでありま

す。 

 

以 上 
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